English
特許法等の一部改正について
中小企業診断士　　   上　原　範　尚

　特許法等の一部を改正する法律案が、平成20年4月11日に可決・成立しました。

　今回の主な改正点は、次のとおりです。

　

1.通常実施権等登録制度の見直し（特許法・実用新案法）
　特許を出願して登録されるまでの間、実施権（ライセンス）を登録する制度として、「仮専用実施権制度」と「仮通常実施権制度」が設けられました。これは、特許が登録されるまでの間、実施許諾を受けた者（ライセンシー）の権利を保護するためのものです。
　登録によって、ライセンシーは、特許権が第三者に譲渡された場合でも譲受人にライセンスを主張でき、特許権者が破産した場合でもライセンス契約を解除されません。
　また、特許権・実用新案権の通常実施権の登録の際、非開示の要望が強かった通常実施権者の氏名等の公開が制限されることになりました。

2.不服審判請求期間の見直し（特許法・意匠法・商標法）

　特許、意匠（商品のデザイン）、商標（商品やサービスのマーク）の出願に対して拒絶の査定が行われた場合、特許庁に対して不服審判を請求することができます。
　今回の改正で、その請求期間が「30日以内」から「3ヶ月以内」に拡大されました。
3.優先権書類の電子的交換の対象国の拡大（特許法・実用新案法） 

　特許権などについては、先に出願した者が優先的に取り扱われます。
　外国との間では、パリ条約にもとづいて、最初の国に対する出願年月日を、別の国に対する出願について主張することができます。
　この権利を優先権といいますが、この優先権を証明する書類を、これまでは主要国の間でのみ、電子データで交換することができました。

　しかし、このたび世界知的所有権機関（WIPO）が中心となって、世界的な電子データ交換の環境が整えられたことから、これに対応した法改正が行われました。
　これにより、優先権書類の発行国以外で電子化された優先権書類の電子データを受け入れることができるようになりました。
4.特許・商標関係料金の引き下げ（特許法・商標法）

　特許関係の手数料としては、出願料、審査請求手数料、特許料などがありますが、今回は、出願料と特許料が引き下げられました。

　また、商標関係の手数料については、出願料、設定登録料、更新登録料が平均43%引き下げられました。
　
　これらは、平成20年6月1日以降に納付される料金から適用されています。

5.料金納付の口座振替制度の導入（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律） 

　料金納付は、これまで特許印紙などにより行われてきましたが、手続きの簡素化を図るため、銀行口座振替により納付ができるようになりました。

　この制度については、平成21年1月から運用を開始する予定です。
＜参考＞
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　　　　　　　　　　　　　　＜参考＞ 特許権以外の登録手続き

　　　　　　　　　　　　　　　　　 実用新案権：　実体審査なし


　　　　　　　　　　　　　　　　　 意匠権：　　　出願公開制度、審査請求制度なし


　　　　　　　　　　　　　　　　　 商標権：　　　審査請求制度なし
日本語
 The Amendment of the Patent Act etc.
Registered Smaller Enterprise Consultant    Norihisa Uehara


The bill to amend the Patent Act etc. passed on April 11, 2008, and was concluded. 


The point of amendment is as follows.




１．特許の出願段階における実施権の登録制度が創設されました。





２．特許・意匠・商標の拒絶査定に対する不服審判請求期間が拡大されました。





３．特許・実用新案の出願に係る優先権書類を、電子データで受け入れできる国が拡大されました。





４．特許料、商標設定登録料が引き下げられました。





５．料金納付の口座振替制度が出来ました。





口座振替制度の導入





仮実施権制度の創設





優先権書類データ交換拡大





※3年以内（2001.9.30までの出願は7年以内）





出願内容を一般に公開


（出願日から1年6ヶ月経過後）








1. The registration system of license pertaining to patent applications was established





2. The period of dissatisfied judgment request for refusal assessment of patent, design, and trademark was extended.





3. Countries that priority documents relating to applications of patents, utility models in electronic data is acceptable were expanded.





4. Patent fee, trademark registration fee were reduced.





5. A fund transfer system of fee payment was enacted.





審判請求期間見直





審決取消訴訟





拒絶査定不服審判





拒絶査定





特許出願





意見書・補正書





拒絶理由あり





拒絶理由通知





特許査定





取り下げの効果





なし





あり








　　











審査請求








出願公開





方式審査





手数料納付


設定登録





特許広報発行





拒絶理由なし





実体審査







































































出願料・特許料引き下げ





特許権登録手続きと今回の変更点
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